
主目的 5 25 1

副目的

款 項 目 大 中

％ ％ ％

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

内容

（手段）

85

公共下水道を普及促進する汚水・排水処理

2

宅地への接続取付管位置の管理と使用宅地の分別が判断できるように排水設備記録を蓄

積している。

管路を拡張整備した箇所、認可区域を追録、更新した。

【直接経費の内訳】一般管理費

　公共下水道台帳委託料：12,195千円

【その他財源の内容】

　下水道使用料

下水道課

担当係

担当課

建設係平成３０年度以降

汚水管の維持管理の基礎データとするため、台帳を作成及び修正するとともに、接続しよう

とする利用者に、その所在を明らかにする。

助成 0

25‐4

211

実施・運営方法

※費用合計に占める

経費の内訳(割合)

下水道法23条に規定。国土交通省令根拠法令・個別計画

事業期間

総合計画

分野別計画

予算区分

平成１２年度以前

25‐325‐2

1

～

都市基盤

事業番号 286

平成24年度 事務事業評価シート平成24年度 事務事業評価シート平成24年度 事務事業評価シート平成24年度 事務事業評価シート

上下水道部

事事事事

　　　　

　　　　

業業業業

　　　　

　　　　

のののの

　　　　

　　　　

概概概概

　　　　

　　　　

要要要要

担当部

直接実施・

運営

15 委託

事務事業名 小牧市公共下水道台帳作成事業

会計区分 事業類型 法定受託系下水道事業特別会計

単位

千円

人

千円

人

千円

千円

％

千円

千円

千円

107.4

2,127

0

0

財

源

0

13,314

2,127

0

13,260

15,387

0.00

一般財源

ココココ

　　　　

　　　　

スススス

　　　　

　　　　

トトトト

費

用

正職員

直接経費

13,314

1,407

0

1,054

その他財源

国・県支出金

人件費

従事者数

従事者数

人件費

対前年比

（手段）

Ｈ24予算額Ｈ22決算額

0.40 0.40

13,260

12,594

2,127

0.400.40

13,260

　下水道使用料

※直接経費の内訳を追記してください。

※その他財源の内容を追記してください。（その他財源の内容が受益者負担に該当する場

合は、そちらに記載してください。）

無

Ｈ21決算額 Ｈ23決算額

0.00

費用合計

2,127

その他職員

0

14,721 14,368

97.6

受益者負担

99.6

0.00

1,062

12,195

2,127

0.00

0

14,322

0

12,241



単位

目標

実績

目標

実績

目標

実績

単位

目標

実績

目標

実績

20

H24

2017

平平平平

成成成成

２２２２

３３３３

年年年年

17

H21

㎞

事業の

達成状況

下水道台帳の修正

新規データ更新をする前に、既存データの確認を実施し精度向上をさせた後、新規

データ追加、更新を実施した。データ更新と同時にデータの精度向上に努めた。

精度向上により紙ベースの資料を確認せずにシステムによる迅速な接客を行った。

①現在使用の地図情報システム（GIS)の更新が必要となる。システムのハード（OS

WinXP　旧パソコン性能)のサポート終了によりハードの更新、ハード更新に伴うGISソ

H24

286

17

H23

20

20

事業番号

活動指標名

17 17

下水道台帳の修正 ㎞

成果指標名

20

17

業業業業

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

績績績績

H22

17

H22

H23

20

17

H21

年年年年

度度度度

のののの

実実実実

施施施施

結結結結

果果果果

事事事事

業業業業

のののの

自自自自

己己己己

評評評評

価価価価

現状維持

方向性の判定

判定理由

一次評価のとおり。

WinXP　旧パソコン性能)のサポート終了によりハードの更新、ハード更新に伴うGISソ

フトの変更が必要となる。②GISの目的は、施設管理とGISによる市民情報サービスの

向上の2点である。将来実施される小牧市統合型GISによる下水管路情報サービスに

対応するシステムを構築する必要がある。

データベース管理から紙ベース管理となり、管理事務、書籍の増大、迅速なデータ検

索ができないなど、管理不備が発生し市民サービスの支障となる。また、災害時に迅

速な施設復旧ができなくなる。

下水道法第23条：国土交通省令

今今今今

後後後後

のののの

事事事事

業業業業

のののの

方方方方

向向向向

性性性性

事業を縮小・

廃止したときの

影響

判　定　理　由

事業実施におけ

る課題等

普及率が１００%になった折には、管路施設の維持管理のデータ更新となるので職員

により対応可能と思われる。

システム更新については、本年度検討し次年度以降に「IT実行計画」により予算化す

る。

平成23年現在、普及率７０%弱となっており、管路維持管理と同時に普及率１００%に向

けて新設管路を施工データ更新をしている状況であるため、事業縮小、廃止は考えら

れない。

方向性の判定 現状維持

改善案等

二二二二

次次次次

評評評評

価価価価


